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一般社団法人日本 IHE 協会 会費細則  

 

第１条 会員の入会金と年会費は下記とする。  

 

入会金          年会費 

Ｓ会員      －         500,000 円 

Ａ会員    100,000 円        150,000 円 

ＡＡ会員   100,000 円        100,000 円 

Ｂ会員     5,000 円         5,000 円 

 

 

２ 会費の変更は理事会で行う。 

 

３ 特段の理由があり運営会議で認めた場合は、入会金を免除できる。 

 

発効：2025 年 6 月 4 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


